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こ
の
た
び
豊
川
市
、
音
羽
町
及
び
御
津
町

そ
れ
ぞ
れ
の
議
会
の
議
決
を
い
た
だ
き
ま
し

て
、
１
市
２
町
の
枠
組
み
に
よ
る
合
併
協
議

会
を
ス
タ
ー
ト
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

音
羽
町
か
ら
は
「
住
民
、
議
会
、
行
政
と

も
に
合
併
へ
の
機
は
熟
し
て
お
り
、
生
活
圏

が
一
体
と
な
っ
て
い
る
豊
川
市
へ
の
合
併
の

必
要
性
を
十
分
認
識
し
て
い
る
」
ま
た
、
御

津
町
か
ら
は
「
日
常
生
活
圏
と
広
域
行
政
圏

の
一
体
性
を
備
え
た
豊
川
市
へ
の
編
入
合
併

の
必
要
性
を
認
識
し
て
い
る
」
と
し
て
、
両

町
か
ら
合
併
協
議
の
早
期
実
現
の
申
し
入
れ

を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
私
ど
も
豊
川
市
と
い

た
し
ま
し
て
も
、
事
務
レ
ベ
ル
に
よ
る
合
併

に
関
す
る
調
査
研
究
を
進
め
、
市
議
会
の
快

い
ご
理
解
を
得
ま
し
て
、
２
町
の
決
意
を
真

摯
に
受
け
止
め
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
と
い

た
し
ま
し
た
。

今
日
、
地
方
分
権
が
本
格
的
に
推
進
す
る

中
、
住
民
に
最
も
身
近
で
総
合
的
な
行
政
主

体
で
あ
る
市
町
村
の
行
財
政
基
盤
を
強
化
す

る
た
め
、
市
町
村
合
併
に
よ
り
、
そ
の
規
模
、

機
能
を
充
実
し
て
い
く
こ
と
は
必
須
の
課
題

で
あ
り
ま
す
。

私
と
し
ま
し
て
は
、
１
市
２
町
は
歴
史
的

に
も
深
い
関
わ
り
を
持
ち
、
近
年
で
は
都
市

地
域
の
拡
大
と
自
動
車
交
通
や
情
報
通
信
の

発
達
に
よ
り
、
相
互
の
結
び
つ
き
が
ま
す
ま

す
強
く
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
枠
組

み
に
よ
る
合
併
は
こ
の
地
域
の
将
来
に
向
け

た
大
き
な
第
一
歩
と
な
る
も
の
と
考
え
て
お

り
ま
す
。

新
し
い
ま
ち
づ
く
り
に
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
あ

り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
時
代
は
刻
々
と
変
わ
り
、

世
の
中
は
常
に
進
歩
し
て
い
ま
す
。
人
間
の

や
る
こ
と
に
は
完
璧
と
い
う
も
の
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
合
併
を
実
現
さ
せ
、
新
し
い
ま
ち

を
つ
く
る
た
め
に
は
、
地
域
の
人
々
が
ど
の

様
に
自
分
た
ち
の
ま
ち
を
つ
く
っ
て
い
く
の

か
、
郷
土
を
愛
す
る
気
持
ち
を
ど
の
よ
う
な

形
で
表
現
す
る
の
か
、
こ
の
様
な
気
持
ち
を

持
つ
こ
と
と
、
様
々
な
問
題
点
に
遭
遇
し
た

と
き
に
、
こ
れ
ら
を
改
善
し
な
が
ら
前
進
す

る
努
力
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

そ
れ
ぞ
れ
の
市
町
が
熱
意
を
持
っ
て
率
直
に

意
見
を
交
換
し
合
い
、
地
域
の
個
性
や
特
色

を
生
か
し
、
い
つ
ま
で
も
安
全
で
安
心
し
て

暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
「
光
と
緑
に
映

え
、
ゆ
た
か
で
、
住
み
よ
い
、
夢
の
あ
る
ま

ち
」
の
実
現
に
全
力
を
尽
く
し
て
い
き
た
い

と
考
え
て
お
り
ま
す
。

ど
う
か
、
こ
の
合
併
協
議
会
を
ゴ
ー
ル
に

向
か
っ
て
、
進
め
て
い
く
こ
と
が
で
き
ま
す

よ
う
皆
様
方
の
お
力
添
え
を
お
願
い
申
し
上

げ
、
ご
あ
い
さ
つ
と
い
た
し
ま
す
。

豊川市・音羽町・御津町合併協議会 
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４月１日

９月22日

12月14日

12月16日

２月１日

２月10日

３月22日

３月28日

５月28日

６月19日

８月　　

９月28日

９月29日

10月17日

10月31日

11月２日
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５月15日

５月16日

５月17日
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５月23日

６月８日

６月９日

豊
川
市

豊
川
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音
羽
町

音
羽
町
・
御
津
町
合
併
協
議
会
設
置
ま
で
の
経
緯

御
津
町
合
併
協
議
会
設
置
ま
で
の
経
緯 

豊
川
市

豊
川
市
・
音
羽
町

音
羽
町
・
御
津
町
合
併
協
議
会
設
置
ま
で
の
経
緯

御
津
町
合
併
協
議
会
設
置
ま
で
の
経
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豊
川
市
・
音
羽
町
・
御
津
町
合
併
協
議
会
設
置
ま
で
の
経
緯 

・合併新法が施行。

・音羽町議会が、合併問題調査特別委員会を設置。（12月2日までに委員会を6回開催、別

に住民の意見を聴くための特別委員会協議会を6回開催）

・音羽町議会において町長が合併の相手を豊川市と正式に表明。

・音羽町議会合併問題調査特別委員会が調査結果を報告し、議会本会議で「豊川市との

合併協議を求める決議」を可決。

・豊川市と一宮町が合併。（編入合併）

・愛知県が第２回愛知県市町村合併推進審議会を開催し、音羽町については豊川市との

合併が適切であると考えている旨を豊川市長に伝えるよう、審議会会長から指示。

・愛知県市町村合併推進審議会の判断を受け、愛知県総務部長が豊川市長を訪れ、音羽

町との合併協議を要請。

・音羽町長及び音羽町議会議長が豊川市長及び豊川市議会議長に対し、合併協議の申入れ。

・音羽町住民懇話会総会で、「豊川市との合併を強力に推進し、その実現を期する」、「速

やかに、かつ、円滑な合併を要望する」旨の決議を行う。

・豊川市・音羽町合併研究会を設置。

・御津町内６箇所で御津町が主催する御津町の行政運営及び地域実態調査説明会を開催。

・御津町及び御津町議会が合同で「合併に関する住民説明会」を開催。

・御津町議会臨時会を開催し、「豊川市との合併協議を求める決議について」決議案を可決。

・御津町の動向を受け、愛知県総務部長が豊川市長を訪れ、御津町との合併協議を要請。

・御津町長及び御津町議会議長が豊川市長及び豊川市議会議長に対し、合併の協議を申

入れ。

・愛知県が第４回愛知県市町村合併推進審議会を開催し、合併に係る構想対象市町村の

組合せとして、豊川市、音羽町及び御津町の枠組みを決定。

・愛知県が愛知県市町村合併推進審議会の答申を受け、「愛知県市町村合併推進構想」を

策定。

・豊川市・音羽町合併研究会が報告書を公表。

・豊川市・御津町合併研究会を設置。

・豊川市長が市議会定例会一般質問で、宝飯郡３町との合併について、音羽町及び御津

町の編入合併を優先し、平成20年１月の合併を目指す旨を公表。

・豊川市・御津町合併研究会が報告書を公表。

・豊川市議会が議会協議会を開催し、音羽町及び御津町からの合併協議の申入れに対す

る対応を協議のうえ、両町の申入れを受諾する旨を決定。

・豊川市長及び豊川市議会議長が音羽町長及び音羽町議会議長に対し、合併協議の申入

れを受諾する旨を伝達。

・豊川市長及び豊川市議会議長が御津町長及び御津町議会議長に対し、合併協議の申入

れを受諾する旨を伝達。

・１市２町の首長、正副議長、副市町長により、法定合併協議会設置に向けて、合併の

方式など基本的な事項についての事前協議を実施。

・豊川市議会が議会協議会を開催し、事前協議事項について了承。

・音羽町議会及び御津町議会が議会全員協議会を開催し、事前協議事項について了承。

・１市２町の長の間で事前協議事項確認書を締結。

・１市２町の議会において、豊川市・音羽町・御津町合併協議会設置議案を可決。

・豊川市・音羽町・御津町合併協議会の設置。

年 月 日  内 　 容  
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正
副
会
長
あ
い
さ
つ
、
委
員
紹
介
、
来

賓
あ
い
さ
つ
に
引
き
続
い
て
、
以
下
の
こ

と
が
話
し
合
わ
れ
ま
し
た
。

①
合
併
協
議
会
設
置
ま
で
の
経
緯

に
つ
い
て

②
合
併
協
議
会
設
置
に
関
す
る
協
議
書

に
つ
い
て

③
合
併
協
議
会
規
約
に
関
す
る
協
議
書

に
つ
い
て

④
合
併
協
議
会
幹
事
会
設
置
要
綱

に
つ
い
て

⑤
合
併
協
議
会
専
門
部
会
設
置
要
綱

に
つ
い
て

⑥
合
併
協
議
会
分
科
会
設
置
要
綱

に
つ
い
て

⑦
合
併
協
議
会
事
務
局
規
程
に
つ
い
て
　

⑧
合
併
協
議
会
財
務
規
程
に
つ
い
て

⑨
合
併
協
議
会
委
員
等
の
費
用
弁
償
等

に
関
す
る
規
程
に
つ
い
て

以
上
の
９
項
目
に
つ
い
て
の
報
告
が
あ

り
ま
し
た
。

①
合
併
協
議
会
運
営
規
程
（
案
）

に
つ
い
て

協
議
会
の
会
議
の
運
営
方
法
等
に
つ

い
て
、
規
程
を
設
け
て
明
確
に
し
ま
し

た
。

②
合
併
協
議
会
会
議
傍
聴
規
程
（
案
）

に
つ
い
て

協
議
会
の
会
議
の
傍
聴
に
つ
い
て
、

手
続
、
注
意
事
項
等
に
つ
い
て
定
め
ま

し
た
。

③
平
成
19
年
度
合
併
協
議
会

事
業
計
画
（
案
）
に
つ
い
て

・
協
議
会
の
開
催
　
６
回

・
調
査
研
究
事
業
　
新
市
基
本
計
画
の

策
定
お
よ
び
合
併
協
定
項
目
の
調
整

・
広
報
活
動
　
広
報
紙
の
発
行
、
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
の
開
設
、
住
民
説
明
会
の

開
催

以
上
の
事
業
が
計
画
さ
れ
ま
し
た
。

④
平
成
19
年
度
合
併
協
議
会

会
計
予
算
（
案
）
に
つ
い
て

平
成
19
年
度
の
協
議
会
予
算
は
、
歳

入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
１
３，
７
９
５
千
円

で
、
１
市
２
町
か
ら
の
負
担
金
な
ど
で

ま
か
な
わ
れ
ま
す
。歳
出
に
つ
い
て
は
、

協
議
会
の
会
議
費
に
１，
５
３
０
千
円
、

事
務
局
費
に
２，
４
４
５
千
円
、
新
市

基
本
計
画
の
策
定
お
よ
び
住
民
説
明
会

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
作
成
な
ど
の
調
査
研
究

費
に
５，
４
１
０
千
円
、
協
議
会
だ
よ

り
発
行
な
ど
の
広
報
費
に
４，
１
１
０

千
円
で
す
。

⑤
合
併
協
定
項
目
（
案
）
に
つ
い
て

合
併
に
際
し
必
要
な
24
の
協
定
項

目
に
つ
い
て
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

⑥
新
市
基
本
計
画
骨
子（
案
）に
つ
い
て

新
市
基
本
計
画
の
骨
子
（
章
立
て
）

に
つ
い
て
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

⑦「
合
併
の
方
式
」
に
つ
い
て

「
宝
飯
郡
音
羽
町
及
び
同
郡
御
津
町

を
廃
し
、
そ
の
区
域
を
豊
川
市
に
編
入

す
る
編
入
合
併
と
す
る
」
こ
と
が
決
定

さ
れ
ま
し
た
。

⑧「
合
併
の
期
日
」
に
つ
い
て

「
合
併
の
期
日
は
、平
成
20
年
１
月
15

日
と
す
る
」こ
と
が
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

⑨「
新
市
の
名
称
」
に
つ
い
て

「
新
市
の
名
称
は
、
豊
川
市
と
す
る
」

こ
と
が
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

⑩「
新
市
の
事
務
所
の
位
置
」に
つ
い
て

「
新
市
の
事
務
所
の
位
置
は
、
豊
川

市
諏
訪
一
丁
目
１
番
地
と
す
る
。

現
在
の
音
羽
町
役
場
及
び
御
津
町
役

場
に
つ
い
て
は
、
当
面
の
間
、
支
所
と

し
て
存
続
す
る
も
の
と
す
る
」
こ
と
が

決
定
さ
れ
ま
し
た
。

3

vol.1
2007.7 

合
併
協
議
会
第
１
回
会
議
の
結
果 

■ 

日
　
時
　
平
成
19
年
6
月
22
日
（
金
）
午
後
1
時
30
分
か
ら 

■ 

会
　
場
　
豊
川
市
役
所
　
本
庁
舎
3
階
　
協
議
会
室 

■ 
出
席
者
　
会
長
、
委
員
及
び
顧
問
　
24
名
出
席
（
1
名
欠
席
） 

■ 
来
　
賓
　
県
議
会
議
員
3
名
、
県
総
務
部
長 

報
告
事
項 

報
告
事
項 

会
長
や
１
市
２
町
の
首
長
の
専
決
事
項
等 

協
議
事
項 

協
議
事
項 

協
議
会
で
審
議
す
る
事
項 
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⑪「
議
会
議
員
の
定
数
及
び

任
期
の
取
扱
い
」
に
つ
い
て

「
合
併
時
に
音
羽
町
及
び
御
津
町
の

議
会
議
員
は
身
分
を
失
い
、
合
併
後
、

市
町
村
の
合
併
の
特
例
等
に
関
す
る
法

律
第
８
条
第
２
項
及
び
同
条
第
３
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
新
市
の
議
会
議
員
の

定
数
を
35
人
と
し
、
音
羽
町
の
区
域
を

選
挙
区
と
す
る
増
員
選
挙
（
定
数
２
）

及
び
御
津
町
の
区
域
を
選
挙
区
と
す
る

増
員
選
挙
（
定
数
３
）
を
実
施
す
る
も

の
と
す
る
」こ
と
が
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

⑫
「
一
般
職
の
職
員
の
身
分
の
取
扱
い
」

に
つ
い
て

「
音
羽
町
及
び
御
津
町
の
一
般
職
の

職
員
は
、
す
べ
て
豊
川
市
の
職
員
と
し

て
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。

音
羽
町
及
び
御
津
町
の
一
般
職
の
職

員
の
任
免
、
給
与
そ
の
他
の
身
分
取
扱

い
に
つ
い
て
は
、
豊
川
市
の
職
員
と
の

均
衡
を
考
慮
し
て
公
正
に
取
り
扱
う
も

の
と
す
る
。

職
員
数
に
つ
い
て
は
、
新
市
に
お
い

て
現
行
の
定
員
適
正
化
計
画
を
見
直
す

も
の
と
し
、
定
員
管
理
の
更
な
る
適
正

化
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

一
般
職
の
職
員
に
係
る
職
名
、職
階
、

服
務
、
給
与
そ
の
他
の
制
度
に
つ
い
て

は
、
豊
川
市
の
制
度
を
基
本
と
し
て
調

整
の
上
、
合
併
時
に
統
一
す
る
」
こ
と

が
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

⑬「
地
域
審
議
会
等
の
設
置
」

に
つ
い
て

「
現
在
の
音
羽
町
及
び
御
津
町
役
場

に
、
地
域
住
民
の
意
見
を
集
約
す
る
た

め
、
合
併
特
例
法
で
規
定
さ
れ
る
地
域

審
議
会
等
に
代
わ
る
組
織
を
設
置
す
る

も
の
と
し
、
住
民
の
声
を
行
政
に
反
映

さ
せ
る
た
め
の
配
慮
を
行
う
こ
と
と
す

る
」
こ
と
が
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

⑭
「
特
別
職
の
職
員
の
身
分
の
取
扱
い
」

に
つ
い
て

「
音
羽
町
及
び
御
津
町
の
常
勤
の
特

別
職
（
教
育
長
を
含
む
。）
及
び
非
常

勤
の
特
別
職
（
農
業
委
員
を
除
く
。）

の
職
員
は
、
合
併
の
前
日
を
も
っ
て
失

職
す
る
も
の
と
す
る
。

行
政
委
員
会
（
農
業
委
員
会
を
除

く
。）
及
び
審
議
会
等
の
附
属
機
関
並

び
に
嘱
託
員
等
の
非
常
勤
の
特
別
職
に

つ
い
て
は
、
現
に
１
市
２
町
で
設
置
さ

れ
て
い
て
新
市
に
お
い
て
引
き
続
き
設

置
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
は
原
則
と
し

て
統
合
し
、
独
自
に
設
置
さ
れ
て
い
る

も
の
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
ま
で
に
そ

の
あ
り
方
を
検
討
す
る
。
な
お
、
行
政

委
員
会
及
び
附
属
機
関
等
の
委
員
構
成

に
つ
い
て
は
、
１
市
２
町
の
長
が
別
に

協
議
し
て
定
め
る
」
こ
と
が
決
定
さ
れ

ま
し
た
。
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区　　分 

豊川市・音羽町・御津町合併協議会委員等名簿 

職　　名　　等 氏　　　名 
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会
長
あ
い
さ
つ
、
会
議
録
署
名
者
の
指

名
に
引
き
続
い
て
、
以
下
の
こ
と
が
話
し

合
わ
れ
ま
し
た
。

①「
使
用
料
、
手
数
料
等
の
取
扱
い
」

に
つ
い
て

「
使
用
料
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、

現
行
の
と
お
り
と
し
、
合
併
後
の
新
市

に
お
い
て
見
直
し
を
行
う
も
の
と
す

る
。
た
だ
し
、
行
政
財
産
目
的
外
使
用

料
（
電
柱
、
電
話
柱
等
）、
道
路
占
用

料
、
河
川
占
用
料
、
都
市
公
園
占
用
料
、

公
共
用
物
占
用
料
に
つ
い
て
は
、
合
併

時
に
豊
川
市
の
制
度
に
統
一
す
る
。

手
数
料
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
豊

川
市
の
制
度
に
統
一
す
る
」
こ
と
が
決

定
さ
れ
ま
し
た
。

②「
介
護
保
険
事
業
の
取
扱
い
」

に
つ
い
て

「
保
険
料
は
、
合
併
年
度
及
び
平
成

20
年
度
は
現
行
の
と
お
り
と
し
、
平
成

21
年
度
か
ら
は
、
新
市
に
お
け
る
介
護

保
険
事
業
計
画
の
中
で
決
定
す
る
。

納
期
は
、
合
併
時
に
豊
川
市
の
例
に

よ
り
統
一
す
る
」
こ
と
が
決
定
さ
れ
ま

し
た
。

③「
各
種
事
務
事
業
の
取
扱
い

上
水
道
関
係
事
業
」
に
つ
い
て

①
水
道
料
金

「
水
道
料
金
に
つ
い
て
は
、
平
成
20

年
２
月
分
の
料
金
か
ら
豊
川
市
の
料

金
に
統
一
す
る
」
こ
と
が
決
定
さ
れ

ま
し
た
。

②
加
入
分
担
金

「
加
入
金
（
分
担
金
）
に
つ
い
て
は
、

合
併
時
に
豊
川
市
の
料
金
に
統
一
す

る
」
こ
と
が
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

④「
各
種
事
務
事
業
の
取
扱
い

下
水
道
関
係
事
業
」
に
つ
い
て

「
下
水
道
使
用
料
に
つ
い
て
は
、
平

成
20
年
２
月
分
の
使
用
料
か
ら
豊
川
市

の
使
用
料
に
統
一
す
る
」
こ
と
が
決
定

さ
れ
ま
し
た
。

⑤「
慣
行
の
取
扱
い
」
に
つ
い
て

「
市
章
、
市
民
憲
章
、
市
の
木
・
花
、

宣
言
は
、
豊
川
市
の
例
に
よ
る
」
こ
と

が
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

①
住
民
説
明
会
の
開
催
に
つ
い
て

②
新
市
基
本
計
画
策
定
状
況
に
つ
い
て

以
上
の
２
項
目
に
つ
い
て
の
報
告
が
あ

り
ま
し
た
。

5

vol.1
2007.7 

合
併
協
議
会
第
2
回
会
議
の
結
果 

■ 

日
　
時
　
平
成
19
年
7
月
2
日
（
月
）
午
後
1
時
30
分
か
ら 

■ 

会
　
場
　
豊
川
市
役
所
　
本
庁
舎
3
階
　
協
議
会
室 

■ 
出
席
者
　
会
長
、
委
員
及
び
顧
問
　
25
名
出
席 

報
告
事
項 

報
告
事
項 

会
長
や
１
市
２
町
の
首
長
の
専
決
事
項
等 

協
議
事
項 

協
議
事
項 

協
議
会
で
審
議
す
る
事
項 

合併の方式 
合併の期日 
新市の名称 
新市の事務所の位置 
議会議員の定数及び任期の取扱い 
農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い 
一般職の職員の身分の取扱い 
地方税の取扱い 
地域審議会等の設置 
財産及び債務の取扱い 
特別職の職員の身分の取扱い 
条例、規則等の取扱い 
組織及び機構の取扱い 
町名・字名の取扱い 
慣行の取扱い 
公共的団体の取扱い 
一部事務組合等の取扱い 
使用料、手数料等の取扱い 
補助金、交付金等の取扱い 
消防団の取扱い 
国民健康保険事業の取扱い 
介護保険事業の取扱い 
各種事務事業の取扱い 
① 総務・企画関係事業 
② 防災関係事業 
③ 福祉関係事業 
④ 交通関係事業 
⑤ 上水道関係事業 
⑥ 下水道関係事業 
⑦ 教育関係事業 
新市基本計画 

合 併 協 定 項 目  
協 定 項 目  

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24

クロマツ

サツキ
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第
４
回
会
議

平
成
19
年
７
月
18
日
（
水
）

午
後
１
時
30
分
か
ら

豊
川
市
役
所
本
庁
舎
３
階
　
協
議
会
室

第
５
回
会
議

平
成
19
年
８
月
６
日
（
月
）

午
後
１
時
30
分
か
ら

豊
川
市
役
所
本
庁
舎
３
階
　
協
議
会
室

※
こ
の
他
に
第
６
回
会
議
が
予
定
さ
れ
て
い

ま
す
が
、
日
時
・
場
所
と
も
未
定
で
す
。

※
日
時
・
会
場
に
つ
い
て
は
、
変
更
す
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

今
後
の
合
併
協
議
会

開
催
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

豊
川
市
、
音
羽
町
及
び
御
津
町
は
、

歴
史
的
に
深
い
関
わ
り
を
持
ち
、
近

年
で
は
、
都
市
地
域
の
拡
大
と
自
動

車
交
通
や
情
報
通
信
網
の
発
達
な
ど

に
よ
っ
て
、
１
市
２
町
の
結
び
つ
き

が
ま
す
ま
す
強
く
な
っ
て
い
ま
す
。

音
羽
町
の
就
業
者
の
約
５
人
に
１

人
に
当
た
る
１，

０
０
９
人
、
御
津

町
の
就
業
者
の
約
６
人
に
１
人
に
当

た
る
１，

２
３
９
人
が
豊
川
市
に
通

勤
し
、
買
い
物
で
は
音
羽
町
や
御
津

町
住
民
の
６
割
近
い
方
が
豊
川
市
で

日
用
品
を
購
入
し
て
い
ま
す
。
こ
の

よ
う
に
、
音
羽
町
や
御
津
町
の
住
民

に
と
っ
て
、
豊
川
市
は
、
生
活
す
る

上
で
非
常
に
重
要
な
都
市
と
な
っ
て

い
ま
す
。

ま
た
、
豊
川
市
、
音
羽
町
及
び
御

津
町
地
内
を
貫
い
て
流
れ
る
音
羽
川

は
、
１
市
２
町
の
住
民
に
共
通
の
潤

い
と
安
ら
ぎ
を
与
え
る
場
と
な
っ
て

い
ま
す
。
さ
ら
に
、
森
林
が
広
が
る

音
羽
町
及
び
三
河
湾
に
面
す
る
御
津

町
の
豊
か
な
自
然
環
境
は
、
豊
川
市

民
に
と
っ
て
も
ゆ
と
り
あ
る
暮
ら
し

の
選
択
肢
を
広
げ
る
地
域
と
し
て
の

役
割
を
持
ち
、
１
市
２
町
住
民
の
交

流
を
促
進
し
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
豊
川
市
、
音
羽
町

及
び
御
津
町
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域

資
源
を
活
か
し
、
相
互
に
支
え
あ
い

な
が
ら
発
展
し
、
行
政
の
圏
域
を
意

識
す
る
こ
と
な
く
、
一
つ
の
生
活
圏

を
形
成
し
て
い
ま
す
。
住
民
の
生
活

圏
を
単
位
と
し
て
、
一
体
的
な
ま
ち

づ
く
り
を
進
め
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
を

提
供
す
る
こ
と
は
、
納
税
地
域
と
便

益
を
受
け
る
地
域
が
一
致
し
、
生
活

の
利
便
性
を
高
め
ま
す
。

１
市
２
町
は
、
し
尿
処
理
、
ご
み

処
理
、
消
防
な
ど
、
住
民
生
活
の
根

幹
を
支
え
る
仕
事
を
共
同
で
行
っ
て

い
る
実
績
が
あ
り
、
安
定
し
た
サ
ー

ビ
ス
が
安
価
に
提
供
さ
れ
て
お
り
、

住
民
生
活
の
圏
域
に
合
わ
せ
、
行
政

全
般
に
つ
い
て
一
体
的
な
運
営
を
行

う
た
め
、
合
併
に
よ
る
新
市
の
形
成

が
求
め
ら
れ
ま
す
。

通勤状況 購買状況

資料：H17国勢調査 資料：H11消費者購買動向調査
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三河臨海緑地公園（日本列島） 
日本列島のミニチュアで各地の特徴的な
地形、植物が築山・岩組園路・植栽によ
って表現されています。また、「県の花」
が描かれた絵タイルを各県に配置したり、
民話・童話を歌碑にして散策する楽しみ
がつくられています。 

御津マリーナ 
日本の中央に位置する三河湾には、多く
の人に開かれたマリーナとして、スズキ
マリーナと出光マリンズの二つのマリー
ナ施設があります。ビジタークルージン
グ（60分・出光）は大人4名から楽し
めます。 

豊川稲荷 
日本三大稲荷の１つ豊川稲荷は、豊川閣
妙厳寺の境内に鎮守として祀られた「豊
川　枳尼真天」の通称で、嘉吉元年（
1441）に東海義易禅師が開創。境内3
万5千坪余りの中に、100余棟の伽藍建
物や国指定文化財の地蔵菩薩像は展示さ
れている豊川閣寺賓館などがあります。 

赤塚山公園 
（ぎょぎょランド・アニアニまある） 
水の広場、市民スクエア、花見広場、淡
水魚水族館「ぎょぎょランド」、動物と
ふれある「アニアニまある」、水遊びの
できる流水広場などがあり、ふるさとの
身近な自然を楽しめるリラックススペー
スとして広く親しまれています。大型無
料駐車場があり、子供連れの家族にはピ
ッタリのレジャー施設。遊んで学んでく
つろげるよくばりな公園です。 

大橋屋 
歌川広重の東海道五十三次「赤坂」の図
で知られている旅籠を偲ばせる大橋屋は
慶安2年（1649）の創業。正徳5～6
年（1715～1716）の建物といわれ、
東海道赤坂宿の全盛期における女郎置屋
の形態を残しており、町指定文化財にな
っています。中庭には三河最古といわれ
る灯籠があります。現在も営業中。 

砥鹿神社 里宮本社 
大己貴命（大国さま）を祀る三河一の宮。
里宮本社と本宮山奥宮の二社で東海地方
各方面から多くの参拝者が訪れます。樹
齢600年、高さ45ｍのケヤキがあり名
物の一つとなっています。 
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8合併協議会だよりは再生紙を使用しています。

合
併
協
議
会
事
務
局
は
、
１
市
２
町

か
ら
派
遣
さ
れ
た
５
人
の
職
員
で
構
成

さ
れ
て
い
ま
す
。
６
月
９
日
に
設
置
さ

れ
て
か
ら
２
ヶ
月
と
い
う
短
い
間
に
５

回
の
協
議
会
会
議
が
行
わ
れ
る
こ
と
に

な
っ
て
お
り
、
大
変
あ
わ
た
だ
し
く
作

業
が
行
わ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
協
議
会

が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
努
力
し
て

ま
い
り
ま
す
。

合
併
協
議
会
で
は
、
今
後
も
こ
の

「
合
併
協
議
会
だ
よ
り
」
や
、
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
等
を
通
じ
て
、
合
併
協
議
の
状

況
を
み
な
さ
ん
に
わ
か
り
や
す
く
伝
え

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ご
意
見
・

ご
質
問
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
お
気
軽

に
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

編
集
後
記

th
e

e
d

ito
r's

n
o

te
s

ホームページ開設のお知らせ

豊川市・音羽町・御津町合併協議会のホームページを開設しました

豊川市・音羽町・御津町合併協議会では、皆さんに協議会での協議状況な
どをお知らせするため、ホームページを開設しました。ぜひご覧ください。
なお、当協議会ホームページは、豊川市、音羽町及び御津町のホームペー
ジにリンクしていますので、各市町のホームページからも見ることができ
ます。

■ホームページアドレス　 ht tp : / / tom-gappe i . j p

豊
川
市
と
音
羽
町
及
び
御
津
町
が
合
併

し
た
場
合
、
ど
の
よ
う
な
ま
ち
づ
く
り
が

可
能
に
な
る
の
か
、
ま
た
、
行
政
サ
ー
ビ

ス
等
が
ど
の
よ
う
に
な
る
の
か
、
そ
の
内

容
を
住
民
の
皆
さ
ん
に
お
知
ら
せ
す
る
住

民
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。

会
場
や
開
催
時
間
に
つ
い
て
は
次
の
と

お
り
で
す
。
ご
都
合
の
つ
く
会
場
を
選
ん

で
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

豊
川
市
・
音
羽
町
・
御
津
町
の
合
併
に
関
す
る

「
住
民
説
明
会
」
を
開
催
し
ま
す
。

■住民説明会開催日時及び会場 

音羽町文化ホール 

御津町中央公民館 

豊川市農業者トレーニングセンター 

御津町中央公民館 

豊川市勤労福祉会館  ※ 

音羽町文化ホール 

平成19年 8月1日（水） 

平成19年 8月2日（木） 

平成19年 8月3日（金） 

平成19年 8月4日（土） 

平成19年 8月5日（日） 

平成19年 8月5日（日） 

午後7時～9時 

午後7時～9時 

午後7時～9時 

午後2時～4時 

午後2時～4時 

午後6時～8時 

開 催 日  時 間  会 　 場  

※8月5日豊川市勤労福祉会館開催については、手話通訳と託児を行います。 

　託児は事前予約制です。 
　7月27日（金）までに合併協議会事務局へ 

　電話でお申し込みください。 

　合併協議会事務局 10533-89-2263
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